
２０２０年６月３０日 

持株会会員各位 

川崎フロンターレ持株会 

理事長 深瀬 武三 

 

第１７回川崎フロンターレ持株会総会について 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

日頃より川崎フロンターレ持株会運営につきまして、多大なるご配慮を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、第17回川崎フロンターレ持株会総会ですが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から会場を設けての開催はせず、本書

面をもって下記の通りご報告する形をとる事としました。会員の皆様におかれましては何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげ

ます。 

敬具 

記 

 

議題1．会員の状況について 

2019 年度に１件（1 口）の会員様の譲渡がございました。但し、地域別の会員状況につきましては昨年の総会にてご報

告と変更はございません。 

１）設 立   2003年12月21日 

２）会員数   406名、668口（33,400,000円） 

  【地域別会員状況】                                2020年3月31日現在 

 
神奈川県 

東京都 
その他 

19府県 
計 

川崎市 横浜市 その他 

会員数 261 名 37 名 12 名 64 名 32 名 406 名 

口数 414 口 64 口 17 口 106 口 67 口 668 口 

 

議題2．出資ならびに株式会社川崎フロンターレの株主状況について 

 株主状況につきまして、昨年の総会にてご報告以降の変更はございません。 

 ・株主数：36社 

 ・資本金：349,375千円 

 ・株数：7,595株 ＜富士通㈱6,380株（84.0%）、持株会668株（8.8%）、その他547株（7.2%）34名＞ 

 

議題3．持株会決算報告について 

  2019年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）決算について【別紙１】の通りご報告いたします。 

  収入の部でございますが、前期繰越金が 32万1,983円に加えて、預金利息2円、持株会員譲渡により 1名分の会費



3,000円の収入があり、収入合計は32万4,985円でございました。次に支出の部につきましては、第16回持株会総会の

費用として，会場費が3万216円、通信費が2万6,896円となり、以上支出合計が5万7,112円となっております。よ

って収支差額は 26万7,873円でございます。収支差額につきましては、次期繰越金とさせていただきたく存じます。以上の

内容につきまして、別紙決算書の通り、柳沢幹事にご承認いただきました。 

 

議題４．役員の改選について 

2020年5月31日を以って現役員の任期が満了しました。尚、今般の改選にあたり、理事会としましては、新たに多摩区よ 

り安陪 修司 様に理事に加え、下記７名を推薦したく存じます。本通知の後、会則に基づき選任されました際には、任期につき

ましては下記の通りとなります。 

【役員候補者】 

再任 深瀬 武三 （現理事長 川崎市商店街連合会 会長 幸区） 

再任 上形 泰俊 （現理事 養周院 住職 高津区） 

再任 石渡 孝明 （現理事 大師駅前商栄会 会長  川崎区） 

再任 関根 剛    (現理事 富士通㈱ 戦略企画・プロモーション室 (川崎フロンターレ応援団 川崎華族) ) 

再任 中島 眞一 （現理事 麻生アシストクラブ 理事 麻生区） 

新任 安陪 修司 （候補者 多摩区商店街連合会 会長 多摩区） 

再任 柳沢 正高 （現監事  中原商店街連合会 会長 中原区） 

【任期】２０２０年６月１日～２０２２年５月３１日（２年間） 

 

川崎フロンターレ持株会 会則 ご参考 

第１６条（役員の選任） 

 ①本会の運営を円滑ならしめるため、本会の役員として、理事および監事それぞれ若干名をおく。 

  理事および監事は、会員の中から次の手続きにより選任する。 

１． 理事会は、任期満了の１ヶ月前までに次期役員の候補者を推薦し、理事長はこれを書面にて会員

に通知する。 

２．前号の候補者に異議ある会員は、書面にて理事長にその旨申し出る。 

  ３．第１号の通知発信後２週間を経過したとき、前号の異議が会員数の２分の１に達しない場合に

は、当該候補者は選任されたものとし、現役員の任期満了と同時に就任する。 

  ４．第２号の異議が会員数の２分の１を超えた場合は、理事会は直ちに新たな候補者を推薦し、第１

号から第３号の手続きをとるものとする。 

 ②役員の任期は、就任の翌々年の５月末日までの２年間とする。ただし、任期満了時において前項第４

号の手続きが進行中の場合、もしくはその他特別の事由により次期役員が選任されていない場合は、次

期役員が選任されるまでの期間、任期を延長することができる。なお、再任を妨げない。 

 ③理事は互選により理事長を選任する。 

④理事長は本会を代表し、本規約に定める業務を執行する。理事長に事故あるときは理事会で予め定め

た順序に従って、その他の理事がこれに代わるものとする。 



 

議題５．2020シーズン持株会特典について  

１口につき１枚、2,000 円相当のグッズクーポン券（アズーロ・ネロ限定）、もしくはＪリーグチケットクーポンサービスをご提

供しました。先般ご通知しました通り、今シーズンにつきましては新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ホームゲーム再開後

もチケットのご提供が難しいとクラブから申し出がありましたので、チケットご希望の方におかれましても、グッズクーポンへ切り替えた

く存じます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

なお、リーグ戦再開後、持株会会員の皆様へメインスタンドＢＯＸシート観戦企画につきましては、現在、持株会事務局とク

ラブにて調整しております。会員様抽選でのご案内となりますが、調整できましたら会員の皆様へ別途ご案内いたします。 

 

議題６．第24回株式会社川崎フロンターレ株主総会について  

 例年、ご来賓の藁科社長よりご説明いただいております川崎フロンターレ株主総会での事業報告の内容につきましては、【別紙

2】の通りでございます。 

 

上記、議題１～６までのご報告の内容につきまして、ご不明点等ありましたら、持株会事務局まで、下記 E メールアドレスま

でお問合せ下さい。 メールアドレス：mochikabukai@frontale.co.jp 

 

 

以   上 

mailto:mochikabukai@frontale.co.jp

